
第
二
常
任
委
員
会
に
審
査
を
付

託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な
審
査

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
九
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
中
歳

出
の
部
所
管
部
分
に
つ
い
て
」
は
、

「
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

設
置
の
地
元
同
意
に
つ
い
て
」
質

疑
が
あ
り
、「
地
元
の
久
尻
区
長

さ
ん
や
五
斗
蒔
三
町
内
会
長
さ
ん

か
ら
設
置
の
要
望
を
い
た
だ
い
て

お
り
、
同
意
は
得
ら
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、

続
い
て
、「
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
関
連
の
整
備
主
体
に
つ

い
て
」
質
疑
が
あ
り
、「
施
設
整

備
は
国
土
交
通
省
が
行
い
、
ア
ク

セ
ス
道
路
の
市
道
部
分
の
整
備

は
、
市
が
行
う
」
旨
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、「
設
置
ま
で

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
」
質

疑
が
あ
り
、「
今
回
の
補
正
の
調

査
委
託
で
、
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
利
用
交
通
量
の
推
計
、

団
地
の
開
発
の
状
況
や
誘
致
の
状

況
を
踏
ま
え
て
の
整
備
と
な
り
、

現
時
点
で
は
、
わ
か
り
か
ね
る
が
、

積
極
的
に
設
置
に
向
け
て
努
力
を

し
た
い
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。次

に
「
土
岐
市
斎
場
美
し
が
峰

駐
車
場
に
つ
い
て
、
今
回
の
増
設

で
充
分
な
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ

り
、「
過
去
三
年
間
の
実
績
か
ら

百
五
十
四
台
で
概
ね
対
応
で
き
、

そ
れ
以
上
の
利
用
が
あ
る
場
合

は
、
通
路
等
で
安
全
を
確
保
し
な

が
ら
利
用
し
て
い
き
た
い
」
旨
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
「
下
石
川
支
流
の
調
査
測

量
委
託
の
経
緯
に
つ
い
て
」
質
疑

が
あ
り
、「
今
回
の
調
査
測
量
区

間
の
流
域
内
に
地
す
べ
り
区
域
も

含
ま
れ
て
お
り
、
以
前
の
大
雨
で

河
川
の
氾
濫
の
恐
れ
が
あ
っ
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
河
川
の
断
面
等
調

査
測
量
を
す
る
」
旨
の
答
弁
が
あ

り
、
続
い
て
、「
地
す
べ
り
の
原

因
は
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
専

門
家
、
国
、
県
、
市
と
地
元
区
長

さ
ん
に
よ
る
地
す
べ
り
検
討
委
員

会
で
原
因
を
究
明
し
て
い
く
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、「
教
育
費
に
つ
い
て
特

別
支
援
に
係
る
国
の
財
源
措
置
は

い
く
ら
な
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ

り
、「
千
二
百
万
円
で
あ
る
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、「
織
部
の
日
記
念
事
業

の
費
用
対
効
果
に
つ
い
て
」
質
疑

が
あ
り
、「
経
費
の
見
直
し
を
行

い
、
予
算
を
削
減
し
て
き
た
こ
と

と
、
参
加
者
を
増
や
す
よ
う
実
行

委
員
会
を
中
心
に
内
容
の
充
実
に

努
め
、
費
用
対
効
果
を
高
め
て
い

き
た
い
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

▼
「
土
岐
市
農
業
集
落
排
水
処
理

施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
に
つ
い
て
」
は
、
鶴
里
町
柿

野
地
区
の
農
業
集
落
排
水
処
理
施

設
を
供
用
開
始
す
る
た
め
、
条
例
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ア
ク
セ
ス
道
路
の
構
造
の
検
討
、

費
用
対
効
果
の
検
討
、
関
係
機
関

協
議
資
料
の
作
成
を
行
い
、
国
、

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
岐

阜
県
及
び
警
察
署
と
事
前
協
議
や

勉
強
会
を
開
催
す
る
。
そ
の
後
、

社
会
実
験
準
備
会
を
設
置
し
、
国

へ
社
会
実
験
実
施
計
画
の
申
請
を

行
い
、
採
択
さ
れ
れ
ば
社
会
実
験

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
本

格
運
用
と
な
る
」
旨
の
答
弁
が
あ

り
、
続
い
て
、「
開
通
予
定
は
い

つ
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
「
事
前

協
議
や
社
会
実
験
を
行
い
、
工
業

第
二
常
任
委
員
会

▲整備中の土岐ＰＡ

▲美しが峰（駐車場になる池）

各常任委員会の所管事項

常任委員会名称

第１常任委員会

第２常任委員会

所　　管　　事　　項

企画部、総務部、市民部、福祉事務所、会計課、消防本部、市立総合病

院、老人保健施設やすらぎ及び駄知診療所の所管事項並びに第２常任委

員会の所管に属しない事項

建設部、経済環境部、水道部下水道課、水道部水道課、農業委員会及び

教育委員会の所管事項
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を
制
定
す
る
も
の
で
、「
三
年
以

内
に
水
洗
便
所
に
改
造
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
規
定
が
あ
る
が
、

百
％
水
洗
化
に
す
る
方
策
に
つ
い

て
」
質
疑
が
あ
り
、「
農
業
集
落

排
水
事
業
を
は
じ
め
る
に
当
た
っ

て
水
洗
化
の
確
認
書
を
い
た
だ
い

て
お
り
、
啓
蒙
活
動
等
を
行
い
、

進
め
て
い
く
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、

続
い
て
、「
井
戸
水
を
併
用
す
る

場
合
の
使
用
料
の
算
出
に
つ
い

て
」
質
疑
が
あ
り
、「
公
共
下
水

道
の
場
合
と
同
じ
で
、
上
水
道
の

使
用
量
に
一
人
あ
た
り
三
立
方
メ

ー
ト
ル
を
加
算
し
、
使
用
水
量
を

算
出
す
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

▼
「
土
岐
市
都
市
公
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

は
、
浅
野
緑
地
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
を
廃
止
す
る
も
の
で
、「
跡
地

利
用
に
つ
い
て
」
質
疑
が
あ
り
、

「
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
敷
地
は
、
国

土
交
通
省
の
所
有
で
あ
り
、
返
還

を
す
る
。
跡
地
に
つ
い
て
は
、
不

法
駐
車
や
ゴ
ミ
捨
て
場
な
ど
、
周

辺
に
迷
惑
の
か
か
ら
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
、
国
土
交
通
省
に
働
き

か
け
て
い
く
」
旨
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

﹇
審
査
内
容
﹈
▼
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）
中
歳
出
の
部
所

管
部
分
《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
▼
土
岐
市
農
業
集
落
排
水
処

理
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
制
定
《
全
会
一
致
・
原
案

可
決
》
▼
土
岐
市
都
市
公
園
条
例

の
一
部
改
正
《
全
会
一
致
・
原
案

可
決
》

第
一
常
任
委
員
会
の
主
な
審
査

内
容
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

▼
「
議
第
37
号
議
案
中
、
歳
入
の

部
全
部
、
歳
出
の
部
所
管
部
分
そ

の
他
所
管
部
分
に
つ
い
て
」
は
、

歳
入
の
部
で
「
防
災
無
線
に
つ
い

て
、
以
前
整
備
す
る
と
き
に
は
、

補
助
金
が
あ
っ
た
が
、
今
回
は
、

起
債
対
応
と
な
っ
て
い
る
が
、
ど

う
変
わ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
ア
ナ

ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル
の
違
い
は
」
と

の
質
疑
が
あ
り
、「
国
の
三
位
一

体
改
革
の
進
行
に
よ
り
、
防
災
基

盤
整
備
事
業
は
、
平
成
14
年
度
か

ら
起
債
対
象
事
業
と
な
っ
て
お

り
、
90
％
が
、
起
債
対
象
で
、
そ

の
内
50
％
が
、
交
付
税
措
置
さ
れ
、

事
業
費
の
45
％
が
、
国
、
残
り
の

55
％
が
、
市
の
負
担
に
な
る
。
ま

た
、
ア
ナ
ロ
グ
で
す
と
起
債
対
象

が
75
％
、
交
付
税
算
入
が
30
％
で

す
の
で
、
国
で
措
置
さ
れ
る
の
は
、

22
・
５
％
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
が

あ
り
、
続
い
て
、「
今
回
の
補
正

で
は
、
歳
入
が
、
三
つ
の
基
金
か

ら
の
繰
り
入
れ
と
な
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
金
の
残
高
は

い
く
ら
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

第
一
常
任
委
員
会
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執
行
部
か
ら
、「
19
年
度
末
で
、

財
政
調
整
基
金
が
、
15
億
５
９
２

４
万
９
千
円
で
、
建
設
事
業
基
金

が
、
30
億
５
５
５
９
万
５
千
円
で
、

ふ
る
さ
と
創
生
事
業
基
金
が
、
２

億
６
４
５
万
４
千
円
で
あ
る
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
、

続
い
て
、
歳
出
の
部
で
、「
自

立
支
援
費
で
の
シ
ス
テ
ム
改
修
の

内
容
と
委
託
先
に
つ
い
て
」
質
疑

が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
、「
委
託

先
は
、
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
株

式
会
社
エ
フ
ワ
ン
で
、
内
容
は
、

各
事
業
所
か
ら
国
保
連
合
会
へ
デ

ー
タ
を
伝
送
し
、
国
保
連
合
会
か

ら
本
市
へ
伝
送
さ
れ
る
デ
ー
タ
を

受
け
る
た
め
の
改
修
で
あ
る
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
終
了
後
、
討
論
に
入
り
、

「
歳
入
を
財
政
調
整
基
金
で
充
当

す
る
こ
と
に
反
対
で
あ
る
」
旨
の

反
対
討
論
と
「
歳
入
は
、
基
金
の

設
置
目
的
に
適
合
し
て
お
り
、
歳

出
に
つ
い
て
も
、
必
要
事
業
で
あ

る
の
で
、
賛
成
す
る
」
と
の
討
論

が
あ
り
ま
し
た
。

▼
議
第
43
号
議
案
、「
土
岐
市
幼

稚
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て
」
は
、「
今
回
の
改

正
で
、
今
ま
で
該
当
し
て
い
た
方

が
、
外
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い

か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
あ
り

ま
せ
ん
」
と
の
答
弁
が
あ
り
、
続

い
て
、「
幼
稚
園
は
、
今
回
改
正

さ
れ
る
が
、
保
育
園
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

執
行
部
か
ら
、「
保
育
園
に
つ
い

て
は
、
４
月
か
ら
の
保
育
料
に
適

用
さ
せ
る
た
め
、
３
月
に
規
則
改

正
を
行
っ
た
」
旨
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

▼
議
第
45
号
議
案
、「
町
及
び
字

の
区
域
並
び
に
名
称
の
変
更
に
つ

い
て
」
は
、「
新
し
い
町
名
を
決

め
る
と
き
は
、
ど
の
よ
う
に
決
め

る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、
執

行
部
か
ら
、「
基
本
的
に
は
、
地

元
で
決
め
て
い
た
だ
く
。
浅
野
や

妻
木
の
区
画
整
理
事
業
の
と
き

も
、
地
元
で
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
も
、
土
岐
口
地
内
の
方
に
決

め
て
い
た
だ
い
た
」
旨
の
答
弁
が

あ
り
、
続
い
て
、「
新
町
名
が
、

土
岐
ヶ
丘
に
決
ま
っ
た
経
緯
に
つ

い
て
」
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か

ら
、「
地
元
に
土
岐
プ
ラ
ズ
マ
リ

サ
ー
チ
パ
ー
ク
開
発
協
議
会
が
あ

り
ま
し
て
、
そ
の
役
員
で
、
新
町

名
検
討
委
員
会
を
設
置
さ
れ
、
五

つ
の
案
に
よ
る
投
票
の
結
果
、
三

つ
の
案
の
得
票
数
が
、
拮
抗
し
て

い
た
た
め
、
取
扱
い
を
協
議
さ
れ
、

そ
の
三
案
で
、
地
権
者
の
方
々
の

投
票
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
加
え

て
決
め
ら
れ
た
」
旨
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

﹇
審
査
内
容
﹈
▼
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）
中
歳
入
の
部
全

部
・
歳
出
の
部
所
管
部
分
・
そ
の

他
所
管
部
分
《
賛
成
多
数
・
原
案

可
決
》
▼
老
人
保
健
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
一
号
）
《
全
会
一

致
・
原
案
可
決
》
▼
土
岐
市
消
防

団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一

部
改
正
《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
▼
土
岐
市
幼
稚
園
条
例
の
一

部
改
正
《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
▼
土
岐
市
病
院
事
業
の
設
置

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
▼
町

及
び
字
の
区
域
並
び
に
名
称
の
変

更
に
つ
い
て
《
全
会
一
致
・
原
案

可
決
》

名称変更図


